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平成３０年４月１２日付で「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施

行令の一部を改正する政令案」に対する意見募集を実施し、国民の皆様からのご意見

を募集したところ、以下の結果となりました。 

今回の意見募集にあたって、ご協力いただきました方々へ厚くお礼申し上げますと

ともに、今後とも経済産業行政の推進にご協力いただきますよう、よろしくお願い申

し上げます。  

 

 

 

１．意見募集の実施方法 

（１）意見募集期間 

 平成３０年４月１２日（木）～平成３０年５月１１日（金） 

（２）実施方法 

電子政府の総合窓口（e-Gov）における掲載 

（３）意見提出方法 

電子政府の総合窓口（e- Gov）意見提出フォーム、郵送、ＦＡＸ 

 

２．意見募集の結果 

意見なし 

 

 


